
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会  

埼 玉 東 支 部 会 員  各位 

 

   性的マイノリティの方々への配慮及び対応に係るご協力について(お願い) 

 

日頃より、人権啓発の推進に多大なるご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。  

さて、草加市・八潮市・三郷市(３市)におきましては、性的マイノリティ(LGBTQ※１)

のカップルが、自由な意思により、パートナーシップ※２宣誓をしたことを表す書面等を 

市に提出し、「宣誓(受領)証明書等」及び「宣誓証明カード等」を交付する「パートナー

シップ宣誓制度」を開始し、現在３市合計で３８組の方が宣誓を行っております。 

貴支部会員の皆様におかれましては、多様性を認め合い、自分らしく生きることのでき

る社会の実現に向けて、別添に記載させていただきました事項に、ご理解・ご協力のほど

お願い申し上げます。 

 

※１－LGBTQとは、レズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、バイセクシャル 

   (両性愛者)、トランスジェンダー(出生届・戸籍上の性別に違和感を覚える方)、 

   クエスチョニング(性別が決められない方)など頭文字を取り、性的マイノリティの

方々を表す総称のひとつです。 

 

※２－パートナーシップとは、戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナー 

   として協力し合い、生活をともにすると約束したお二人 

 

担当課・連絡先一覧              令和７年９月１日現在 

 

  

草加市 人権共生課 巖上・辻村 048-922-0825(直) 

八潮市 人権・男女共同参画課 馬場・吉井 048-996-2159(直) 

三郷市 人権・男女共同参画課 若林・石山 048-930-7751(直) 



 

 

１  性的マイノリティ(LGBTQ)のカップルが契約できる物件を取り扱っていただき 

  ますようご配慮をお願い申し上げます。 

 

 

２  性的マイノリティ(LGBTQ)のカップルであることを理由に、入居相談や入居自体 

  をお断りしないようお願い申し上げます。 

 

 

３  店舗のスタッフの方やオーナーの方が、性の多様性について理解を深めていただき 

  ますようお願い申し上げます。 

 

 

４  入居審査の際に、カップルの関係性や性自認・性的指向などについて、無理に尋ね 

  ないようお願い申し上げます。 

   事前に関係性等を把握しておきたいと考えるのは、当然のこととは存じますが、 

  同性同士のカップルの関係性を第３者に伝えることは、自らの性の考え方をカミング 

  アウト(公言)することになり多大な心理的な負担になってしまうからです。 
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